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債
権
譲
渡
担
保
論
の
批
判
的
検
討
（
一
）

六　五　四　三　二　一

本
稿
の
視
角

債
権
譲
渡
担
保
の
認
定
と
効
力

将
釆
債
権
・
集
合
積
権
の
議
渡
・
譲
渡
担
保
（
以
下
、
次
号
）

債
権
誠
渡
担
保
と
国
税
債
権
と
の
優
劣

債
務
者
・
第
三
取
得
者
の
保
護
と
第
三
者
と
の
公
平
性

む
す
び一

本
稿
の
視
角

鳥
谷
部

1
　
問
題
提
起

（1）

債
権
・
集
合
債
権
を
目
的
と
す
る
譲
渡
担
保
は
、
実
務
に
お
い
て
き
わ
め
て
多
く
利
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
学
説
に
よ
っ
て
活
発
に

（2）

論
じ
ら
れ
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
最
高
裁
判
例
も
少
な
か
ら
ず
登
場
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
債
権
該
渡
対
抗
要
件
特
例
法
が
改
正
さ
れ
、
動

産
債
権
譲
渡
特
例
法
と
し
て
第
三
者
対
抗
要
件
の
範
囲
が
拡
張
さ
れ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
の
前
提
と
し
て
の
債
権
譲
渡
担
保
の
基
礎
理
論
は
明
確
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
の
学
説
・
判
例
を
一
瞥
し
て
み
る
と
、

そ
も
そ
も
、
債
権
譲
渡
担
保
と
は
何
か
が
明
確
に
定
義
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
債
権
譲
渡
担
保
を
認
定
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す
る
の
か
明
確
で
な
い
。
そ
の
結
果
、
債
権
譲
渡
と
債
権
譲
渡
担
保
の
差
異
が
暖
味
な
ま
ま
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
契
約
当
事
者
の
合
意
の

性
質
と
内
容
、
そ
れ
ら
と
効
力
の
関
係
が
明
確
で
な
い
。
さ
ら
に
、
当
事
者
の
権
利
と
対
抗
要
件
の
内
容
、
対
抗
要
件
の
内
容
と
第
三
債

（3）

務
者
（
譲
渡
日
的
債
権
の
債
務
者
）
・
第
三
者
へ
の
効
力
の
関
係
な
ど
も
明
確
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

担
保
目
的
だ
か
ら
担
保
権
の
効
力
を
与
え
る
と
い
う
の
み
で
は
、
当
事
者
の
合
意
に
基
づ
い
た
債
権
譲
渡
担
保
契
約
の
性
質
や
効
力
を

明
ら
か
に
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。
本
稿
で
は
、
①
譲
渡
担
保
と
は
何
か
、
ど
の
よ
う
に
認
定
す
る
の
か
、
②
債
権
譲
渡
担
保
契
約
に
よ

っ
て
当
事
者
は
ど
の
よ
う
な
権
利
を
取
得
す
る
の
か
、
担
保
権
と
い
う
担
保
物
権
は
存
在
し
な
い
の
で
、
譲
渡
担
保
権
と
は
ど
の
よ
う
な

内
容
の
担
保
権
か
。
③
そ
の
対
抗
要
件
は
何
か
、
内
容
の
一
致
し
な
い
公
示
は
担
保
物
権
の
対
抗
要
件
た
り
え
る
の
か
。
④
債
権
移
転
の

対
抗
要
件
を
具
備
し
た
場
合
に
お
け
る
債
務
者
（
＝
譲
渡
人
）
お
よ
び
第
三
債
務
者
の
保
護
は
ど
の
よ
う
に
あ
る
べ
き
か
、
に
つ
い
て
検

討
す
る
。

2
　
筆
者
の
立
場

（4）

の
　
担
保
目
的
物
ご
と
の
検
討

筆
者
の
問
題
意
識
は
、
担
保
の
合
意
が
当
事
者
間
で
明
確
で
あ
る
代
理
受
領
や
振
込
指
定
に
つ
い
て
は
、
債
権
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に

不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
対
象
と
な
り
う
る
が
、
担
保
の
効
力
は
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
反
対
に
、
担
保
と
し
て
の
合
意
は
ま
っ

た
く
存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
定
相
殺
や
相
殺
予
約
は
、
債
権
質
権
以
上
の
効
力
（
優
先
弁
済
的
効
力
）
が
与
え
ら
れ
て
き
た

こ
と
に
あ
る
。

そ
れ
ら
は
、
同
じ
よ
う
に
債
権
を
目
的
と
す
る
担
保
方
法
で
あ
り
が
な
ら
、
ど
の
よ
う
に
検
討
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
債
権
の

譲
渡
担
保
を
論
ず
る
場
合
、
不
動
産
の
譲
渡
担
保
、
動
産
の
譲
渡
担
保
と
同
一
の
法
的
構
成
の
下
に
論
ず
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
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し
、
そ
れ
ら
の
譲
渡
担
保
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担
保
目
的
物
が
異
な
る
の
で
、
当
事
者
の
合
意
内
容
、
利
用
状
況
、
対
抗
要
件
が
そ
れ
ぞ
れ

異
な
り
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
差
異
に
応
じ
た
検
討
が
必
要
で
あ
り
、
同
じ
く
債
権
を
目
的
と
す
る
債
権
質
権
、
債
権
譲
渡
担

保
、
代
理
受
領
・
振
込
指
定
、
法
定
相
殺
・
相
殺
予
約
、
各
種
の
代
位
権
、
債
権
の
差
押
え
な
ど
と
比
較
し
な
が
ら
、
そ
の
性
質
、
独
自

（5）

性
、
効
力
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
に
至
っ
た
。

∽
　
担
保
合
意
・
担
保
構
造
・
担
保
の
効
力

代
理
受
領
、
相
殺
、
債
権
譲
渡
担
保
の
判
例
を
み
れ
ば
解
か
る
よ
う
に
、
担
保
の
効
力
は
、
担
保
の
目
的
か
ら
直
接
発
生
す
る
も
の
で

は
な
く
、
ま
た
、
債
権
を
目
的
と
す
る
担
保
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
ら
の
担
保
方
法
が
す
べ
て
典
型
担
保
で
あ
る
債
権
質
と
同
じ
効
力

に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
ず
れ
も
何
ら
か
の
儲
自
性
を
有
し
、
担
保
の
内
容
も
異
な
る
。
そ
こ
で
、
筆
者
は
、
担
保
の
目
的
は
同
じ
で

あ
っ
て
も
、
担
保
の
合
意
内
容
に
よ
っ
て
、
各
担
保
方
法
の
担
保
構
造
が
異
な
り
、
こ
の
担
保
構
造
の
差
異
に
よ
っ
て
、
担
保
の
効
力
が

異
な
っ
て
く
る
も
の
と
考
え
た
。
し
た
が
っ
て
、
重
要
な
の
は
、
当
事
者
間
で
ど
の
よ
う
な
内
容
の
合
意
を
し
た
の
か
。
ま
た
、
そ
の
合

意
内
容
は
ど
の
よ
う
な
担
保
構
造
を
有
す
る
の
か
、
こ
の
担
保
構
造
の
独
自
性
か
ら
各
担
保
方
法
の
差
異
を
説
明
で
き
、
こ
れ
を
明
ら
か

（6）

に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
担
保
の
効
力
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
に
加
え
て
、
担
保
の
効
力
で
あ
る
担
保
の
優
先
順
位
を
決
め
る
対
抗
要
件
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
な
規
定
が
あ
る
場
合
を
除
き
、

そ
の
前
提
と
し
て
ス
タ
ー
ト
が
同
じ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
法
理
論
・
法
的
構
成
と
い
い
う
る
た
め
に
は
、（7）

公
平
な
基
準
に
基
づ
く
も
の
で
、
関
係
者
や
一
般
市
民
か
ら
見
て
公
平
で
あ
る
と
信
頼
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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二
　
債
権
譲
渡
担
保
の
認
定
と
効
力

1
　
従
来
の
　
「
法
的
構
成
」

従
来
の
教
科
書
で
は
、
担
保
で
あ
れ
ば
所
有
権
は
移
転
し
な
い
、
だ
か
ら
所
有
権
（
債
権
）
移
転
構
成
は
と
り
え
な
い
も
の
で
、
担
保

的
構
成
が
安
当
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
判
例
法
の
推
移
に
合
致
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
債
権
質
と

非
典
型
担
保
（
債
権
譲
渡
担
保
、
相
殺
予
約
、
代
理
受
領
な
ど
）
と
の
差
異
・
優
劣
、
さ
ら
に
非
典
型
担
保
相
互
の
優
劣
や
独
自
性
を
説

明
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
は
、
判
例
に
よ
る
譲
渡
担
保
法
理
の
発
展
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
判
例
法
理
は
、
不
動
産
の
譲

渡
担
保
に
つ
い
て
、
所
有
権
が
移
転
す
る
と
い
う
構
成
（
内
外
共
移
転
）
　
の
下
で
」
清
算
、
受
戻
権
、
利
用
権
を
肯
定
し
た
。
無
論
、
そ

の
後
の
発
展
が
十
分
で
あ
っ
た
か
と
い
え
ば
、
十
分
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
譲
渡
担
保
債
務
者
の
清
算
請
求
権
、
受
戻
権
、
利
用

権
を
肯
定
し
た
の
は
、
所
有
権
（
債
権
）
非
移
転
構
成
（
担
保
権
構
成
）
　
の
下
で
は
な
く
、
所
有
権
（
債
権
）
移
転
構
成
の
下
で
あ
っ
た

（
。
D
）

こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

ま
た
、
従
来
の
学
説
の
分
類
で
は
、
所
有
権
的
構
成
に
は
信
託
的
譲
渡
説
の
み
が
該
当
し
、
担
保
的
構
成
に
は
、
所
有
権
が
移
転
す
る

構
成
（
二
段
物
権
変
動
説
、
設
定
者
留
保
権
説
、
物
権
的
期
待
権
説
な
ど
）
と
所
有
権
が
移
転
し
な
い
構
成
（
抵
当
権
説
、
担
保
権
説
）

（9）

の
双
方
が
含
ま
れ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
学
説
の
分
類
の
仕
方
に
は
問
題
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
。

2
　
債
権
譲
渡
担
保
の
認
定
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債
権
譲
渡
担
保
は
、
ど
の
よ
う
な
要
件
の
下
で
認
定
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
近
の
最
判
平
成
一
九
二
一
・
一
五
金
商
一
二
六
四
号

一
八
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
二
一
三
七
号
一
四
〇
頁
は
、
当
該
債
権
譲
渡
担
保
契
約
が
「
債
務
者
が
債
権
者
に
対
し
て
負
担
す
る
一
切
の
債

務
の
担
保
と
し
て
」
締
結
さ
れ
た
こ
と
、
「
将
来
発
生
す
べ
き
債
権
を
目
的
と
す
る
債
権
譲
渡
契
約
」
ま
た
は
「
将
来
発
生
す
べ
き
債
権

を
目
的
と
す
る
譲
渡
担
保
契
約
」
　
で
あ
る
こ
と
を
認
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
判
決
文
中
で
は
、
「
譲
渡
担
保
契
約
に
係
る
債
権
の
譲
渡
」

と
の
表
現
も
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
第
一
審
・
原
審
を
通
し
て
、
目
的
債
権
の
移
転
に
重
点
が
置
か
れ
、
譲
渡
担
保
の
効
力
の
前
提
と
な

る
、
具
体
的
な
被
担
保
債
権
の
存
否
は
明
確
に
さ
れ
な
か
っ
た
。
上
記
判
例
と
同
じ
よ
う
に
、
多
く
の
裁
判
例
で
は
、
債
権
譲
渡
と
債
権

譲
渡
担
保
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
明
確
で
な
い
。
要
す
る
に
、
何
を
も
っ
て
債
権
譲
渡
担
保
と
す
る
の
か
明
確
で
な
い
ま
ま
債

（川）

権
譲
渡
の
効
力
だ
け
が
与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
、
債
権
譲
渡
契
約
と
債
権
譲
渡
担
保
契
約
の
性
質
か
ら
見
て
み
よ
う
。
債
権
譲
渡
は
、
譲
受
人
に
債
権
が
移
転
し
た
と

の
合
意
（
準
物
権
行
為
）
　
で
あ
り
、
単
に
債
権
を
移
転
す
る
債
務
を
負
担
す
る
合
意
（
債
権
行
為
）
　
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ

に
対
し
て
、
債
権
譲
渡
担
保
は
、
譲
渡
担
保
債
権
者
の
譲
渡
担
保
債
務
者
に
対
す
る
債
権
の
回
収
を
確
保
す
る
た
め
に
、
譲
渡
担
保
債
務

者
が
第
三
債
務
者
に
対
し
て
有
す
る
目
的
債
権
を
譲
渡
担
保
債
権
者
に
移
転
す
る
こ
と
を
い
う
。
そ
の
対
抗
要
件
は
、
民
法
四
六
七
条
の

通
知
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
債
権
が
移
転
し
て
い
な
い
の
に
民
法
四
六
七
条
の
通
知
が
対
抗
要
件
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
以
上
の
よ
う

な
こ
と
か
ら
、
債
権
譲
渡
担
保
の
認
定
に
は
、
①
債
権
者
が
債
務
者
に
被
担
保
債
権
を
有
す
る
こ
と
、
②
債
権
者
と
債
務
者
の
間
で
債
権

譲
渡
が
な
さ
れ
た
こ
と
、
③
こ
の
債
権
譲
渡
は
被
担
保
債
権
を
担
保
（
回
収
）
す
る
た
め
で
あ
る
こ
と
、
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

l日、

で
き
る
。

】
価
凸

こ
れ
に
対
し
て
、
い
わ
ゆ
る
担
保
権
構
成
を
採
用
し
た
場
合
、
債
権
譲
渡
担
保
は
担
保
権
（
又
は
債
権
質
権
）
　
の
設
定
で
あ
り
、
債
権

は
債
権
者
に
移
転
し
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
、
民
法
四
六
七
条
の
通
知
は
対
抗
要
件
に
な
り
え
な
い
。
ま
た
、
第
三
債
務
者
に
譲
渡
担
保
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権
設
定
の
通
知
を
し
た
場
合
、
第
三
債
務
者
は
、
債
権
が
い
つ
移
転
す
る
の
か
、
ま
っ
た
く
移
転
す
る
こ
と
は
な
い
の
か
、
担
保
権
と
い

う
担
保
物
権
は
存
在
し
な
い
の
で
債
権
者
は
ど
の
よ
う
な
実
体
的
権
利
を
取
得
し
た
の
か
が
明
ら
か
で
な
い
こ
と
に
な
り
、
債
権
譲
渡
担

保
の
認
定
も
異
な
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

3
　
債
権
讃
漉
担
保
に
お
け
る
当
事
者
の
権
利
内
容

債
権
譲
渡
担
保
に
お
け
る
当
事
者
の
権
利
は
、
何
に
基
づ
い
て
生
ず
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
約
定
非
典
型
担
保
に
つ
い
て
、

当
事
者
間
の
権
利
を
当
事
者
間
の
合
意
か
ら
導
き
　
（
修
正
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
）
、
そ
の
権
利
を
確
定
し
た
上
で
、
そ
の
権
利
を
第
三
者

に
対
抗
で
き
る
か
ど
う
か
吟
味
す
る
と
い
う
検
討
方
法
を
と
る
。
し
た
が
っ
て
、
担
保
目
的
か
ら
直
ち
に
担
保
権
と
し
て
の
効
力
を
付
与

（13）

し
た
り
、
い
き
な
り
権
利
質
を
準
用
・
類
推
適
用
す
る
と
い
う
検
討
方
法
は
採
用
し
な
い
。

l〓、

Ⅲ
　
当
事
者
の
権
利
内
容

債
権
譲
渡
担
保
契
約
は
約
定
担
保
契
約
で
あ
り
、
当
事
者
に
お
け
る
意
思
表
示
（
合
意
）
　
の
み
に
よ
り
、
譲
渡
担
保
債
権
者
は
、
当
該

日
的
債
権
を
取
得
す
る
。
そ
の
通
知
・
承
諾
は
、
あ
く
ま
で
対
抗
要
件
に
過
ぎ
ず
、
こ
の
対
抗
要
件
を
具
備
し
た
場
合
に
は
、
目
的
債
権

の
取
得
を
第
三
債
務
者
お
よ
び
第
三
者
に
対
抗
で
き
る
。
対
抗
要
件
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。
他
方
、
譲
渡
担
保
債
務
者
は
、

謡
渡
債
権
と
被
担
保
債
権
に
差
額
が
あ
る
と
き
は
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
清
算
金
請
求
権
を
有
す
る
。
さ
ら
に
、
譲
渡
担
保
債
務
者
が

譲
渡
担
保
債
権
者
か
ら
目
的
債
権
の
取
立
権
を
委
任
さ
れ
る
こ
と
自
体
は
、
講
渡
担
保
債
権
者
に
目
的
債
権
が
帰
屈
す
る
こ
と
と
矛
盾
し

な
い
。
む
し
ろ
、
譲
渡
担
保
債
権
者
に
帰
属
す
る
こ
と
が
、
譲
渡
担
保
債
務
者
に
委
任
す
る
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
単
な
る
担
保
権
者
は

取
立
権
を
委
任
す
る
権
限
を
有
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
が
ど
の
よ
う
な
方
法
・
機
能
の
た
め
に
行
わ
れ
る

か
に
つ
い
て
は
別
途
検
討
が
必
要
で
あ
る
　
（
後
掲
五
参
照
）
。
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反
対
に
、
目
的
債
権
が
移
転
し
な
け
れ
ば
債
権
者
の
取
得
し
た
権
利
は
何
か
。
こ
れ
を
第
三
者
に
対
抗
で
き
る
か
。
前
述
の
よ
う
に
、

担
保
権
と
い
う
担
保
物
権
は
存
在
し
な
い
。
債
権
が
移
転
し
な
い
譲
渡
担
保
権
の
中
身
は
ど
う
い
う
内
容
の
担
保
権
な
の
か
が
明
ら
か
に

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（15）

∽
　
清
算
金
請
求
権

担
保
と
し
て
は
、
被
担
保
債
権
を
回
収
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
目
的
を
達
す
れ
ば
す
べ
て
満
足
を
得
た
こ
と
に
な
る
。
し
た

が
っ
て
、
差
額
が
あ
る
場
合
に
は
清
算
は
必
須
で
あ
る
。
こ
の
法
理
は
、
当
初
は
譲
渡
担
保
の
判
例
に
よ
り
、
後
に
は
仮
登
記
担
保
契
約

に
関
す
る
判
例
法
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
担
保
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
目
的
債
権
が
移
転
す
る

こ
と
は
矛
盾
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
債
権
回
収
を
第
三
債
務
者
及
び
第
三
者
に
対
抗
で
き
る
た
め
に
は
、
目
的
債
権
の
移
転
と
そ
の
対
抗

要
件
が
必
要
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。（16）

畑
　
受
戻
権
の
発
生
・
不
発
生

不
動
産
の
仮
登
記
担
保
及
び
譲
渡
担
保
に
お
け
る
受
戻
権
は
、
所
有
権
が
仮
登
記
担
保
又
は
譲
渡
担
保
債
権
者
に
移
転
し
た
後
に
、
一

定
の
事
由
に
よ
り
仮
登
記
担
保
又
は
譲
渡
担
保
債
務
者
に
発
生
す
る
形
成
権
で
あ
る
（
仮
登
記
担
保
法
二
条
一
項
）
。
し
た
が
っ
て
、
所

有
権
が
債
権
者
に
移
転
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
所
有
権
を
受
け
戻
す
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
な
い
。

さ
て
、
債
権
譲
渡
担
保
に
お
け
る
受
戻
権
は
、
不
動
産
や
動
産
の
譲
渡
担
保
と
同
様
に
解
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
担
保
目
的

物
ご
と
の
検
討
か
ら
は
、
指
名
債
権
の
譲
渡
担
保
に
お
い
て
は
、
不
動
産
譲
渡
担
保
と
異
な
り
、
受
戻
権
は
行
使
さ
れ
な
い
。
ゴ
ル
フ
会

員
権
・
特
許
権
等
の
譲
渡
担
保
の
よ
う
に
、
そ
の
権
利
自
体
に
利
用
価
値
が
あ
る
よ
う
な
場
合
を
除
き
、
一
般
の
指
名
債
権
を
目
的
と
す

る
謡
渡
担
保
の
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
債
務
者
に
債
権
本
体
の
受
戻
権
は
生
じ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
日
的
債
権
は
担
保
目
的
で

あ
る
と
同
時
に
支
払
手
段
を
兼
ね
て
お
り
、
清
算
さ
え
行
わ
れ
れ
ば
そ
れ
に
よ
っ
て
双
方
と
も
す
べ
て
目
的
を
達
成
（
満
足
）
す
る
か
ら
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で
あ
る
。
例
外
的
に
、
対
抗
要
件
を
備
え
る
前
の
譲
渡
担
保
契
約
の
法
定
解
除
・
合
意
解
除
や
清
算
部
分
の
組
戻
し
は
あ
り
う
る
。
し
か

し
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
被
担
保
債
権
全
額
を
弁
済
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
譲
渡
日
的
債
権
の
本
体
を
取
り
戻
す
と
い
う
上
記
の
受
戻
権
に

は
あ
た
ら
な
い
。
こ
の
点
で
、
以
前
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
戻
し
譲
渡
（
受
戻
権
）
は
、
指
名
債
権
の
譲
渡
担
保
に
お
い
て

（17）

は
意
義
を
有
し
な
い
の
で
、
旧
稿
を
一
部
修
正
す
る
。

債
権
譲
渡
担
保
の
場
合
は
、
担
保
合
意
が
明
確
で
あ
る
と
き
で
も
、
移
転
し
た
と
の
合
意
が
あ
る
こ
と
お
よ
び
受
戻
権
が
生
じ
な
い
こ

と
か
ら
、
債
権
が
移
転
し
な
い
と
い
う
構
成
（
非
移
転
構
成
）
を
と
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
と
考
え
る
。

初
　
債
権
譲
渡
と
債
権
譲
渡
担
保
と
の
効
力
の
差
異

債
権
譲
渡
と
債
権
譲
渡
担
保
と
の
差
異
を
明
確
に
す
る
も
の
は
少
な
い
。
純
粋
の
債
権
譲
渡
は
、
債
権
移
転
を
内
容
と
す
る
準
物
権
行

為
で
あ
る
。
ま
た
、
清
算
義
務
を
発
生
さ
せ
る
根
拠
を
内
包
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
債
権
譲
渡
担
保
で
は
、
目
的
債
権

額
が
被
担
保
債
権
を
上
回
る
場
合
に
は
、
債
権
者
に
清
算
が
義
務
付
け
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
一
般
指
名
債
権
の
譲
渡
担
保
は
、
前
述
の
よ

う
に
、
不
動
産
譲
渡
担
保
と
異
な
り
、
受
戻
権
は
生
じ
な
い
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
資
産
の
流
動
化
・
証
券
化
と
の
関
係
で
は
、
譲
渡
担
保
か
真
正
譲
渡
か
が
論
じ
ら
れ
た
。
私
見
お
よ
び
判
例
法
理

を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
区
分
自
体
が
不
正
確
な
区
分
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
債
権
譲
渡
担
保
も
譲
渡
（
移
転
）
で
あ
る
点

（18）

で
は
同
じ
だ
か
ら
で
あ
る
。

4
　
債
権
譲
渡
担
保
の
対
抗
要
件

の
　
権
利
内
容
と
対
抗
要
件

当
事
者
の
権
利
内
容
と
対
抗
要
件
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
も
、
約
定
非
典
型
担
保
に
お
い
て
は
、
当
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事
者
の
権
利
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
権
利
と
一
致
す
る
対
抗
要
件
を
具
備
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
抗
力
が
生
ず
る
と
の

検
討
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
事
者
の
権
利
が
不
明
確
で
あ
っ
た
り
、
当
事
者
の
権
利
と
異
な
る
内
容
の
公
示
方
法

に
よ
っ
て
は
第
三
者
対
抗
力
が
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

∽
　
第
三
債
務
者
に
よ
る
債
権
者
確
知

債
権
譲
渡
担
保
の
対
抗
要
件
と
し
て
の
通
知
は
、
そ
の
通
知
の
み
に
よ
っ
て
誰
が
自
己
の
債
権
者
（
譲
受
人
）
　
に
な
っ
た
の
か
明
確
に

な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
譲
渡
担
保
権
設
定
の
通
知
で
あ
っ
た
り
、
将
来
移
転
す
る
と
い
う
条
件
付
移
転
の
通
知
で
は
、
通
知

を
受
け
取
っ
た
第
三
債
務
者
は
、
そ
の
時
点
で
は
、
債
権
が
す
で
に
移
転
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
ま
だ
移
転
し
て
い
な
い
の
か
わ
か
ら
な

（19）

い
か
ら
、
自
己
の
債
権
者
を
確
知
す
る
と
い
う
意
味
を
有
し
な
い
。
対
抗
要
件
と
し
て
の
公
示
方
法
つ
い
て
は
、
第
三
債
務
者
に
債
権
者

を
探
知
す
る
義
務
を
負
わ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
確
定
期
日
が
明
確
な
期
限
付
移
転
の
通
知
は
、
こ
の
意
味
で
対
抗
要

件
と
し
て
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
か
ら
、
債
権
移
転
に
関
す
る
通
知
は
、
第
三
債
務
者
に
と
っ
て
は
債
権
者
を
確
知
す
る
機
能
と
そ
の
先
後
に
よ
っ
て
第
三
者
と
の

（20）

優
劣
を
決
す
る
機
能
と
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

川
　
口
撮
判
平
成
一
九
二
一
二
五
の
意
義

前
掲
R
撮
判
平
成
一
九
二
「
一
五
は
、
「
譲
渡
担
保
契
約
に
係
る
債
権
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
指
名
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
（
民
法
四

六
七
条
二
項
）
　
の
方
法
に
よ
り
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
を
具
備
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
す
る
。
こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
以
下
の

よ
う
な
指
摘
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
に
、
通
知
内
容
と
対
抗
要
件
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。
民
法
四
六
七
条
の
通
知
は
、
債
権
が
移
転
し
た
と
の
通
知
で
あ
り
、
も
し

債
権
譲
渡
担
保
に
よ
り
債
権
が
移
転
し
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
対
抗
要
件
と
な
り
え
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
移
転
し
な
い
担
保
権
で
あ



広島法学　31巻4号（2008年）－32

る
と
い
う
実
体
法
上
の
権
利
と
移
転
し
た
と
い
う
債
権
譲
渡
の
通
知
は
ま
っ
た
く
内
容
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
通
知
を
受
領

す
る
第
三
債
務
者
の
立
場
か
ら
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
通
知
に
よ
っ
て
誰
に
弁
活
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
一
義
的
に
明
確
で
な
け
れ
ば

対
抗
要
件
の
用
を
成
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

第
二
に
、
第
三
債
務
者
が
不
特
定
の
場
合
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
民
法
上
の
対
抗
要
件
を
具
備
す
る
方
法
が
な
い
。
た
と
え
ば
、
A
の

B
に
対
す
る
賃
料
債
権
を
C
に
譲
渡
し
対
抗
要
件
を
備
え
た
場
合
で
も
、
賃
借
人
が
D
に
交
替
し
た
と
き
は
、
民
法
上
は
A
C
間
の
債
権

（21）

譲
渡
に
お
け
る
対
抗
要
件
の
効
力
は
D
に
は
及
ば
な
い
。
○
○
号
室
か
ら
発
生
す
る
債
権
を
特
定
す
れ
ば
、
賃
借
人
が
交
替
し
て
も
、
一

（22）

定
期
間
内
の
第
三
者
対
抗
要
件
を
認
め
る
の
は
、
動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
と
い
う
特
別
法
に
よ
り
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
民
法
に

ょ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
、
第
三
債
務
者
が
交
替
し
た
場
合
で
も
第
三
者
対
抗
力
を
与
え
る
と
の
法
理
は
、
わ
が
国
の
債
権
の
処
分

行
為
理
論
に
は
な
じ
ま
な
い
と
考
え
る
。
目
的
債
権
の
処
分
は
、
物
に
対
す
る
物
権
の
設
定
と
異
な
り
、
目
的
債
権
の
当
事
者
が
代
わ
れ

ば
別
の
目
的
債
権
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

第
三
に
、
譲
渡
後
に
債
権
者
が
交
替
し
た
場
合
、
譲
渡
の
効
力
は
新
債
権
者
に
及
ぶ
の
で
あ
ろ
う
か
。
目
的
債
権
の
特
定
の
み
に
よ
っ

て
対
抗
要
件
を
具
備
で
き
る
と
す
る
構
成
で
は
、
譲
渡
人
A
が
B
に
対
す
る
一
〇
年
分
の
債
権
を
C
に
譲
渡
し
対
抗
要
件
を
得
た
場
合
に

も
問
題
と
な
る
。
譲
渡
後
二
年
後
に
債
権
者
A
が
E
に
交
替
し
た
場
合
に
、
A
C
間
の
譲
渡
の
効
力
が
当
然
に
E
に
及
ぶ
か
ど
う
か
で
あ

る
。
契
約
上
の
地
位
の
移
転
な
ど
当
事
者
間
の
別
途
合
意
（
賃
借
権
の
物
権
化
に
よ
る
対
抗
）
　
が
な
い
限
り
、
現
在
の
民
法
上
の
理
論
で

は
、
A
C
間
の
譲
渡
の
効
力
は
、
E
に
は
及
ば
な
い
。
こ
の
法
理
は
、
債
権
譲
渡
の
場
合
だ
け
で
な
く
、
債
権
質
権
の
設
定
や
差
押
え
な

ど
の
場
合
に
も
共
通
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

第
四
に
、
譲
渡
当
事
者
お
よ
び
第
三
債
務
者
が
〓
疋
し
て
い
る
場
合
に
は
、
常
に
有
効
に
、
そ
の
債
権
を
譲
渡
で
き
、
か
つ
、
そ
の
対

抗
要
件
を
具
備
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
前
掲
最
判
平
成
二
　
二
　
二
一
九
は
、
譲
渡
人
の
営
業
活
動
等
に
著
し
い
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制
限
を
加
え
る
場
合
や
第
三
者
に
不
当
な
不
利
益
を
与
え
る
場
合
に
は
公
序
良
俗
違
反
と
な
り
う
る
と
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
将
来

債
権
・
集
合
債
権
の
譲
渡
担
保
に
お
い
て
詳
論
す
る
　
（
後
掲
三
参
照
）
。

5
　
債
権
譲
渡
担
保
の
実
行

債
権
質
で
は
、
実
行
通
知
は
必
要
で
は
な
い
。
目
的
債
権
の
直
接
取
立
権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
　
（
民
法
三
六
六
条
）
。
ま
た
、
担
保
権

を
託
す
る
文
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
裁
判
上
の
実
行
が
で
き
る
　
（
民
事
執
行
法
一
九
三
条
）
。

こ
れ
に
対
し
て
、
譲
渡
担
保
債
権
者
が
自
己
の
債
権
回
収
を
第
三
者
に
対
抗
で
き
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ

う
か
。
債
権
譲
渡
担
保
の
実
行
根
拠
は
、
当
事
者
の
債
権
譲
渡
担
保
契
約
の
合
意
と
こ
の
合
意
内
容
に
合
致
す
る
対
抗
要
件
に
よ
る
。
す

な
わ
ち
、
譲
渡
担
保
債
権
者
は
債
権
譲
渡
に
よ
っ
て
債
権
を
取
得
し
、
こ
の
対
抗
要
件
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
三
債
務
者

（23）

に
取
立
権
を
行
使
で
き
、
そ
の
結
果
を
そ
の
他
の
第
三
者
に
も
対
抗
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
譲
渡
担
保
債
権
者
は
全
額
取
立
て
る
こ
と
が

で
き
、
差
額
が
あ
る
場
合
は
清
算
義
務
を
負
う
。
全
額
に
つ
い
て
移
転
の
対
抗
要
件
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
、
取
立
額
を
被
担
保
債
権
額

に
限
定
す
る
と
第
三
債
務
者
は
譲
渡
担
保
債
権
者
と
譲
渡
担
保
債
務
者
に
分
散
し
て
支
払
う
負
担
を
負
う
こ
と
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
単
な
る
私
的
実
行
特
約
は
第
三
者
対
抗
の
根
拠
に
は
な
り
え
な
い
。
近
江
教
授
、
内
田
教
授
が
、
譲
渡
担
保
の
私
的
実
行
を
対

（24）

内
的
効
力
に
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（注）
（
1
）
　
債
権
・
権
利
の
議
渡
担
保
に
つ
い
て
は
、
鳥
谷
部
「
権
利
の
譲
渡
担
保
（
1
）
　
（
2
・
完
）
」
法
律
時
報
五
二
巻
六
号
一
〇
八
頁
、
七
号
一
二
一
頁
二
九

八
〇
年
）
、
同
「
集
合
債
権
の
譲
渡
担
保
と
代
理
受
領
・
振
込
指
定
（
上
）
　
（
下
）
」
法
律
時
報
五
六
巻
一
二
号
一
〇
三
頁
、
五
七
巻
二
号
九
八
頁
　
（
一
九
八
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四
年
）
、
同
「
債
権
の
譲
渡
担
保
・
そ
の
他
の
担
保
方
法
」
米
倉
明
他
編
「
金
融
担
保
法
講
座
Ⅲ
』
一
二
一
頁
（
筑
寧
葦
輿
一
九
八
六
年
）
、
同
「
権
利
の

譲
渡
担
保
」
法
律
時
報
六
五
巻
九
号
〓
頁
二
九
九
三
年
）
を
参
照
。
ま
た
、
最
近
の
利
用
状
況
に
つ
い
て
は
、
堀
田
親
臣
「
担
保
の
多
様
性
に
関
す
る

実
態
調
査
（
こ
　
（
二
∴
元
）
－
ア
ン
ケ
ー
ト
の
調
査
結
果
を
中
心
と
し
て
」
広
島
法
学
三
〇
巻
凹
号
四
七
頁
、
三
一
巻
一
五
六
頁
（
二
〇
〇
七
年
）
を
参

照
。

（
2
）
　
日
取
近
の
裁
判
例
と
し
て
、
最
判
平
成
二
　
一
・
二
九
民
集
五
三
巻
一
号
一
五
一
頁
、
R
板
判
平
成
一
二
・
四
二
一
一
民
集
五
四
巻
四
号
一
五
六
二
頁
、
R
娠

判
平
成
一
三
・
二
　
二
一
二
民
集
五
五
巻
六
号
一
〇
五
六
頁
、
最
判
平
成
一
三
・
一
一
二
一
七
民
集
五
五
巻
六
号
一
〇
九
〇
頁
、
R
撮
判
平
成
一
五
二
二
・

一
九
民
集
五
七
巻
二
日
竺
三
九
二
頁
、
最
判
平
成
一
九
・
二
二
民
鍛
六
一
糸
二
号
一
四
三
真
な
ど
が
あ
る
。

（
3
）
　
鳥
谷
部
「
非
典
型
担
保
の
検
討
方
法
」
潮
見
佳
男
鋸
『
民
法
学
の
軌
跡
と
展
望
』
三
二
五
頁
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
二
年
）
を
参
照
。
同
様
の
指
摘
は
、

今
尾
真
「
債
権
の
譲
渡
担
保
と
債
権
議
渡
の
関
係
に
関
す
る
序
論
的
考
察
」
明
治
学
院
大
学
法
学
研
究
七
八
号
六
頁
（
二
〇
〇
五
年
）
　
に
も
見
ら
れ
る
。

（
4
）
　
担
保
日
的
ご
と
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
椿
寿
夫
「
集
合
債
権
担
保
の
研
究
』
一
六
頁
、
四
八
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
八
九
年
）
　
を
参
照
。
鳥
谷
部
・
前
掲

「
集
合
債
権
の
譲
渡
担
保
と
代
理
受
納
・
振
込
指
定
（
上
）
」
法
律
時
報
五
六
巻
一
二
号
一
〇
三
頁
な
ど
を
参
照
。

（
5
）
　
目
的
物
ご
と
の
検
討
に
基
づ
き
他
の
担
保
方
法
と
の
比
較
を
行
っ
た
も
の
と
し
て
、
鳥
谷
部
こ
前
掲
「
債
権
の
譲
渡
担
保
・
そ
の
他
の
担
保
方
法
」
一
二

一
頁
、
同
「
代
理
受
領
と
法
定
相
殺
・
相
殺
予
約
の
競
合
（
一
）
　
（
二
）
」
広
島
法
学
一
八
巻
二
号
三
一
頁
、
同
一
九
巻
四
号
六
一
頁
（
一
九
九
四
二
九
九

六
年
）
　
な
ど
を
参
照
。

（
6
）
　
担
保
構
造
を
中
心
に
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
鳥
谷
部
「
代
理
受
領
の
担
保
構
造
と
そ
の
効
力
」
法
律
時
報
六
一
巻
一
三
号
八
七
頁
（
一
九
八
九
年
）
、

同
「
相
殺
の
第
三
者
効
は
、
現
状
の
ま
ま
で
よ
い
か
」
椿
寿
夫
編
『
現
代
契
約
と
現
代
債
権
の
展
望
②
』
　
三
二
三
頁
（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
一
年
）
、

同
・
前
掲
「
代
理
受
領
と
法
定
相
殺
・
相
殺
予
約
の
競
合
（
1
）
」
三
一
頁
な
ど
を
参
照
。

（
7
）
　
鳥
谷
部
「
バ
ブ
ル
経
済
後
の
不
動
産
担
保
－
一
石
〇
三
年
担
保
法
改
正
の
批
判
的
検
討
」
広
島
法
学
三
一
巻
一
号
一
八
二
頁
（
二
〇
〇
七
年
）
。

（
8
）
　
鳥
谷
部
「
譲
渡
担
保
に
お
け
る
法
律
構
成
－
所
有
権
的
構
成
と
担
保
権
的
構
成
へ
の
疑
問
」
林
良
平
ほ
か
編
『
谷
口
知
平
先
生
追
悼
論
文
集
（
第
3
巻
）
」

「
八
四
頁
（
一
九
九
三
年
）
参
照
。

（
9
）
　
鳥
谷
部
・
前
掲
「
詑
渡
担
保
に
お
け
る
法
律
構
成
」
一
九
五
賞
以
下
を
参
照
。

（
1
0
）
　
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら
新
た
な
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
伊
藤
進
「
流
動
集
合
債
権
群
議
渡
担
保
・
序
論
」
法
律
論
叢
六
七
糸
価
∵
五
・
六

号
一
六
七
百
∵
二
九
九
五
年
）
、
今
尾
真
二
別
掲
「
債
権
の
譲
渡
担
保
と
債
権
譲
渡
の
関
係
に
関
す
る
序
論
的
考
察
」
明
治
学
院
大
学
法
学
研
究
七
八
号
六
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頁
、
石
口
修
「
判
例
に
現
れ
た
集
合
債
権
担
保
二
）
　
（
二
完
）
」
法
学
新
報
二
〇
巻
二
・
二
号
二
九
頁
、
同
五
・
六
号
一
〇
七
頁
（
二
〇
〇
三
年
）
、
北

居
功
「
合
意
の
対
外
的
効
力
に
関
す
る
一
考
察
」
法
学
研
究
八
〇
巻
七
号
一
頁
（
二
〇
〇
七
年
）
　
な
ど
を
参
照
。

（
1
1
）
　
不
動
産
譲
渡
担
保
の
認
定
に
つ
い
て
、
鳥
谷
部
「
不
動
産
譲
渡
担
保
の
認
定
と
効
力
」
N
B
L
八
四
九
号
一
三
頁
（
二
〇
〇
七
年
）
を
参
照
。

（
堂
　
吉
田
真
澄
『
誘
渡
担
保
J
二
四
八
訂
（
商
事
法
務
、
一
九
七
九
年
）
、
角
紀
代
悪
「
流
動
債
権
の
譲
渡
担
保
」
法
律
時
報
六
五
巻
九
号
一
五
貫
（
一
九
九

三
年
）
、
角
「
債
権
非
典
型
担
保
」
別
冊
N
B
L
三
一
号
七
九
頁
（
一
九
九
五
年
）
　
な
ど
を
参
照
。

（
1
3
）
　
第
三
者
に
対
す
る
効
力
（
対
外
的
効
力
）
を
論
ず
る
場
合
に
、
当
事
者
間
の
合
意
・
権
利
内
容
を
前
提
と
せ
ず
に
論
ず
る
傾
向
に
あ
る
。
約
定
非
典
型
担

保
の
第
三
者
効
は
、
当
事
者
間
の
合
意
に
基
づ
い
て
発
生
し
た
権
利
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
そ
の
内
容
に
合
致
す
る
対
抗
要
件
を
具
備
し
て
い
る

場
合
に
第
三
者
効
を
認
め
う
る
の
で
あ
り
、
約
定
担
保
契
約
の
場
合
に
当
事
者
の
合
意
・
権
利
と
離
れ
て
、
準
用
・
類
推
適
用
な
ど
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
る

の
は
妥
当
で
は
な
い
と
考
え
る
。
鳥
谷
部
「
譲
渡
担
保
の
認
定
と
仮
登
記
担
保
法
の
通
用
」
法
律
時
報
六
三
巻
六
号
四
二
頁
（
一
九
九
一
年
）
、
同
・
前
掲

「
非
典
型
担
保
の
検
討
方
法
」
三
二
五
頁
以
下
を
参
照
。

（
1
4
）
　
当
事
者
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
議
論
が
行
わ
れ
て
き
た
。
鈴
木
禄
弥
「
談
渡
担
保
』
二
五
〇
頁
（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
六
六
年
）
、
鈴
木
禄

弥
ほ
か
「
座
談
会
・
銀
行
取
引
と
譲
渡
担
保
（
1
6
）
　
～
　
（
嬰
」
金
融
法
務
七
八
七
号
二
三
頁
～
七
九
二
号
二
二
頁
（
一
九
七
六
年
）
、
米
倉
明
ほ
か
「
座
談

会
・
今
後
の
非
典
型
担
保
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
七
三
三
号
七
八
頁
（
一
九
八
一
年
）
、
現
代
財
産
法
研
究
全
編
「
議
渡
担
保
の
法
理
」
一
七
二
頁
（
有
斐
閣
、
一

九
八
七
年
）
、
椿
寿
夫
「
集
合
債
権
担
保
の
研
究
』
六
八
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
八
九
年
）
、
道
垣
内
弘
人
『
担
保
物
権
法
』
二
八
五
頁
（
三
省
堂
、
二
〇
〇
五

年
）
、
近
江
幸
治
『
民
法
講
義
Ⅲ
担
保
物
権
〔
第
2
版
〕
二
二
三
八
頁
（
成
文
堂
、
二
〇
〇
五
年
）
、
内
田
貴
『
民
法
Ⅲ
債
権
総
論
・
担
保
物
権
』
四
八
九
頁

（
東
大
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
堂
　
清
算
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
肯
定
す
る
の
が
判
例
・
通
説
で
あ
る
。

（
坐
　
受
戻
権
に
つ
い
て
、
不
動
産
・
動
産
の
譲
渡
担
保
の
延
長
上
、
多
く
の
学
説
が
こ
れ
を
肯
定
し
て
き
た
。
債
権
譲
渡
担
保
に
つ
い
て
は
、
意
義
が
乏
し
い

と
の
指
摘
は
以
前
か
ら
な
さ
れ
て
い
た
。

（
1
7
）
　
鳥
谷
部
・
前
掲
「
権
利
の
譲
渡
担
保
（
2
）
」
一
二
二
頁
な
ど
に
お
い
て
、
こ
の
当
時
、
ゴ
ル
フ
会
員
権
や
特
許
権
な
ど
を
含
め
て
権
利
の
誠
渡
担
保
と

し
て
論
じ
て
き
た
。
現
在
で
も
、
ゴ
ル
フ
会
員
権
や
特
許
権
の
譲
渡
担
保
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
権
利
自
体
に
利
用
価
値
が
あ
る
の
で
、
譲
渡
担
保
債
権

者
に
移
転
し
た
後
に
、
債
務
者
の
権
利
と
し
て
受
戻
椎
が
発
生
す
る
。
し
か
し
、
一
般
の
指
名
債
権
・
集
合
債
権
の
場
合
は
、
事
情
が
異
な
る
の
で
、
受
戻

権
は
発
生
し
な
い
と
し
て
、
区
分
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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（
巷
　
談
渡
担
保
か
真
正
譲
渡
か
の
区
分
で
は
、
前
者
が
担
保
な
の
で
債
権
が
移
転
し
な
い
場
合
で
後
者
は
最
初
か
ら
完
全
に
移
転
し
た
場
合
の
区
分
で
あ
る
と

捉
え
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
1
9
）
　
債
権
譲
渡
担
保
の
対
抗
要
件
に
言
及
す
る
も
の
は
き
わ
め
て
多
い
が
、
債
権
譲
渡
の
通
知
又
は
承
諾
と
す
る
の
み
で
、
そ
の
内
容
を
検
討
す
る
も
の
は
見

当
ら
な
い
。
債
権
移
転
構
成
な
ら
ば
、
判
例
と
同
様
に
民
法
四
六
七
項
一
項
二
項
の
通
知
を
債
権
講
渡
担
保
の
対
抗
要
件
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
嬰
　
第
三
者
が
問
合
せ
て
現
在
の
権
利
関
係
を
知
る
イ
ン
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
機
能
と
第
三
債
務
者
に
と
っ
て
自
己
の
支
払
う
べ
き
債
権
者
は
誰

か
を
確
知
す
る
機
能
は
別
問
題
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。
こ
こ
で
の
対
抗
問
題
は
後
者
の
問
題
で
あ
る
。
古
屋
壮
一
『
ド
イ
ツ
債
権
譲
渡
制
度
の
研

究
し
　
（
嵯
峨
野
告
院
、
二
〇
〇
七
年
）
　
に
よ
る
と
、
前
者
の
意
味
に
お
け
る
債
権
譲
渡
の
通
知
承
諾
に
よ
る
イ
ン
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
機
能
は
フ

ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
実
際
的
機
能
を
有
し
な
い
と
す
る
。

（
2
1
）
　
債
権
譲
渡
の
対
抗
力
は
、
債
権
質
権
や
債
権
差
押
え
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
新
た
な
第
三
者
（
A
C
の
対
抗
要
件
後
に
当
該
建
物
を
借
り
た
D

や
当
該
建
物
の
新
所
有
者
E
）
　
に
は
及
ば
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
池
田
其
朗
『
債
権
譲
渡
法
理
の
展
開
』
二
六
〇
頁
（
弘
文
堂
、
二
〇
〇

一
年
）
は
、
診
療
報
酬
債
権
に
関
す
る
平
成
二
年
最
高
裁
判
決
か
ら
、
特
定
性
を
充
た
せ
ば
他
の
一
般
債
椎
の
誠
波
に
も
敷
桁
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

と
す
る
。

（
召
　
動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
の
第
三
者
対
抗
力
に
つ
い
て
は
、
法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
「
動
産
・
債
権
譲
渡
に
係
る
公
示
制
度
の
整
備
に
関
す
る
要
綱
中
間

私
案
補
足
説
明
」
別
冊
N
B
L
八
六
号
一
九
頁
（
二
〇
〇
四
年
）
、
法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
第
四
課
編
F
〔
改
訂
版
〕
Q
＆
A
債
権
訪
渡
特
例
法
」
三
頁
、

九
頁
以
下
（
商
事
法
務
、
一
九
九
八
年
）
、
植
垣
勝
裕
＝
小
川
秀
樹
二
間
一
答
動
産
・
債
権
譲
渡
特
例
法
〔
三
訂
版
〕
五
頁
（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
七
年
）

な
ど
を
参
照
。

（
割
）
吉
田
真
澄
・
前
掲
書
二
四
七
頁
、
角
・
前
掲
「
横
棒
非
典
型
担
保
」
八
〇
頁
で
は
、
債
権
質
の
準
用
又
は
類
推
通
用
に
よ
る
と
す
る
。

（
堅
近
江
幸
治
・
前
掲
『
民
法
講
義
Ⅲ
担
保
物
権
法
』
二
九
九
頁
、
内
田
栗
・
前
掲
『
民
法
Ⅲ
債
権
総
論
・
担
保
物
権
」
五
二
三
頁
参
照
。




